
適職選択のための取組促進～ハローワークにおける求人不受理～

○新卒一括採用という雇用慣行や心身の発達過程及び家族形成期にあるといった青少年に固有の事情を踏まえ、
1. 過重労働の制限等に関する規定
2. 仕事と育児等の両立等に関する規定
3. その他青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定

として、以下に係る条項違反が求人不受理の対象。

賃金、労働時間等関係 ✓労働条件明示関係 ✓均等関係 ✓両立関係
年少者の労働条件関係

・若者の「使い捨て」が疑われる企業等が社会問題化
→ 新卒時のトラブルは、職業生活にわたる段階的な職業能力の形成に大きく影響を及ぼすおそれ。
→ 一定の労働関係法令違反を繰り返す事業所を新卒者に紹介しないよう対応。

(1) 労働基準法及び最低賃金法に関する規定

① 1年間に2回以上同一条項の違反について

是正指導を受けている場合

② 違法な長時間労働を繰り返している企業として

公表された場合

③ 対象条項違反により送検され、公表された場合

(2) 男女雇用機会均等法及び育児介護休業法に関する規定

① 法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合

法違反が是正されるまで
＋是正後６ヵ月経過するまで

法違反が是正されるまで
＋是正後６ヵ月経過するまで

不受理となる違反

不受理となるケース

送検された日から１年経過するまで
（是正後６ヵ月経過するまで延長）

＜基本となる不受理期間＞

参考２



対象条項

【具体的な対象条項】 ※下線は今回追加する対象条項

(1) 過重労働の制限等に関する規定
・ 強制労働の禁止 （労働基準法第５条）
・ 賃金関係（最低賃金、割増賃金等） （労働基準法第24条、第37条第１項及び第４項、最低賃金法第４条第１項）
・ 労働時間 （労働基準法第32条）
・ 休憩、休日、有給休暇 （労働基準法第34条、第35条第１項、第39条第１項、第２項、第５項及び第７項）

(2) 仕事と育児等の両立等に関する規定
・ 出産等を理由とする不利益取扱の禁止等 （男女雇用機会均等法第9条第１項、第２項及び第３項、第11条の２第１項）
・ 妊娠中、出産後の健康管理措置 （男女雇用均等法第12条、第13条第１項）
・ 育児休業、介護休業等の申出があった場合の義務、不利益取扱いの禁止等 （育児・介護休業法第6条第１項、第10条、
第12条第１項、第16条、第16条の3第１項、第16条の4、第16条の6第１項、第16条の7、第16条の 10、第18条の2、第20条
の2、第23条の2、第25条、第52条の4第２項、第52条の5第２項）
・ 所定外労働等の制限 （育児・介護休業法第16条の8第１項、第16条の9第１項、第17条第１項、第18条第１項、第19条
第１項、第20条第１項、第23条第１項、第２項及び第３項、第26条）
・ 妊産婦の坑内業務の制限等 （労働基準法64条の2第1号、第64条の3第１項、第65条、第66条、第67条第２項）
・ 男女同一賃金の原則 （労働基準法第4条）
・ 性別を理由とする差別の禁止、セクハラ等 （男女雇用均等法第5条、第6条、第7条、第11条第１項）

(3) その他青少年に固有の事情を背景とする課題に関する規定
・ 労働条件の明示 （労働基準法第15条第１項及び第３項）
・ 年少者に係る労働基準 （労働基準法第56条第１項、第61条第１項、第62条第１項及び第２項、第63条）

※労働基準法の規定については、労働者派遣法第44条（第４項を除く。）の規定により適用する場合を含む。
※男女雇用機会均等法の規定については、労働者派遣法第47条の２の規定により適用する場合を含む。
※育児・介護休業法の規定については、労働者派遣法第47条の３の規定により適用する場合も含む。


